
びわ湖の素・米原 住宅リフォーム補助金交付要綱 

平成30年３月23日 

                                 告示第74号 

 (趣旨) 

第１条 この要綱は、子育て世帯等の移住定住による地域コミュニティの活性化および市内事

業者の活用による地域経済の活性化を促進するため、住宅のリフォーム工事を実施した者に

対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則（平成 17

年米原市規則第35号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

 (定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (１) 住宅 自己の居住の用に供される一戸建ての建築物をいう。 

 (２) リフォーム工事 住宅機能の維持および向上のために行う補修、修繕等をいう。 

 (３) 空家 市内に存する住宅のうち、現に使用されていないものをいう。 

 (４) 子育て世帯 この補助金の交付申請日の属する年度の末日において義務教育終了前の

子がいる世帯をいう。 

 (５) 転入者 平成30年４月１日（以下「基準日」という。）以後に市内に転入した者また

は転入しようとする者をいう。 

 (６) 三世代同居・近居 親子（親が父または母のみである場合および子を妊娠中である場

合を含む。）および当該子の一人以上の祖父母が同居し、または市内に居住することをいう。 

(７) 住民登録地 住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第５条に規定する本市の住民

基本台帳に記載されている住所をいう。 

 (補助対象事業) 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表第１に掲げ

る事業で、次に掲げる要件の全てを満たす住宅のリフォーム工事とする。 

 (１) リフォーム工事の内容が、次のアからエまでの全てを満たすものであること。 

ア 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）がリフォーム工事の発注者である    

こと。 

 イ 市内に事業所もしくは営業所を有する法人または個人事業者の施工による100万円以

上の経費を要するリフォーム工事であること。 

ウ 補助金の交付申請を行った年度内に完了するものであること。 



 エ 住宅に係るもの（併用住宅にあっては、住宅に係るものに限る。）であること。 

(２) 補助対象者または補助対象者が含まれる世帯を構成する者（以下「世帯員」という。）

が、次のアからカまでの全てを満たす者であること。 

 ア 世帯員が、リフォーム工事をする住宅の所在地を、第８条の規定に基づく実績報告時

において、住民登録地としていること。 

 イ 世帯員に市税等の滞納がないこと。 

 ウ 世帯員について、住宅の存する地域における自治会活動等に理解があること。 

 エ 補助の対象となる住宅に、世帯員（世帯員に変動があった場合を含む。以下同じ。）が

10年以上居住する見込みであること。 

 オ 世帯員が、この補助金または米原市住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱（平成25

年米原市告示第201号）もしくは米原市JR東海道本線３駅周辺地域移住定住補助金交付

要綱（平成27年米原市告示第239号）による補助金の交付を受けていないこと。 

 カ 世帯員が、米原市暴力団排除条例（平成23年米原市条例第36号）第２条第２号に規

定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）または同条第１号に規定する暴力団もしく

は暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。 

(３) 補助対象となる住宅が、次のアおよびイの全てを満たすものであること。 

 ア 市内に存在すること。 

 イ この補助金または米原市住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱もしくは米原市 JR

東海道本線３駅周辺地域移住定住補助金交付要綱による補助金の交付を受けて整備した

ものでないこと。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、別表第１に定める補助対象要件を満たすものであること。 

(補助対象経費) 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業の実施に要

する経費とする。ただし、次に掲げる経費および他の補助制度（住宅市街地総合整備事業制

度要綱（平成16年４月１日付け国住市代350号）に基づく空き家対策総合支援事業（以下「空

き家対策総合支援事業」という。）を除く。）の対象となった経費は補助の対象としない。 

(１) 家庭用電化製品および家具等の備品購入費 

(２) 空家リフォーム事業および子育て世帯空家リフォーム事業について、市が別途国に申

請する空き家対策総合支援事業による国庫補助の補助対象とならない経費 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が補助の対象とすることが不適当と認める経費 

２ 前項の規定にかかわらず、住宅リフォーム事業において創出エネルギー改修（別表第２に



掲げる設備を設置する工事をいう。以下同じ。）を併せて実施する場合は、当該創出エネルギ

ー改修に対し他の補助制度の対象となった経費についてもこの補助金の補助対象経費とする

ことができる。ただし、他の補助制度と併用する場合は、当該他の補助制度による補助金額

を補助対象経費から控除する。 

(補助率等) 

第５条 補助率および補助金の額は、別表第１に定めるとおりとする。 

２ 住宅リフォーム事業の補助対象者が次の各号のいずれかの項目に該当するときは、前項の

規定により算出する額に、５万円を加算した額を補助金の額とする。 

 (１) 補助対象者が転入者であるとき。 

 (２) 補助対象者の属する世帯が、子育て世帯であるとき。 

(３) この補助金の交付を受けて整備した住宅に居住する世帯員が三世代同居・近居をする

とき（当該三世代同居・近居を始めた日の属する年度の前年度の満了時において第２条第

６号の子が満18歳以上である場合を除く。）。 

３ 住宅リフォーム事業において創出エネルギー改修を実施するときは、前２項の規定により

算出する補助金の額に、５万円を加算した額を補助金の額とする。 

４ 前２項の規定による補助金額の加算において、加算後の補助金額が補助対象経費を超える

こととなる場合は、当該超える金額は、交付しない。 

 (交付申請) 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助対象事業開始ま

でに、規則第５条第１項に規定にする補助金等交付申請書に、別表第１に掲げる書類を添付

して、市長に提出しなければならない。 

 (交付の条件) 

第７条 市長は、この補助金の交付決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものと

する。 

(１) この補助金の交付を受けた日から 10 年を経過せずに補助対象となった住宅の全部を

取り壊し、または世帯員以外の者に貸与し、もしくは当該住宅の所有権の２分の１以上を

世帯員以外の者に譲渡しないこと。 

(２) この補助金の交付を受けた日から10年を経過せずに、世帯員の全員が転居し、または

市外に転出しないこと。 

(実績報告) 

第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助対象事業が完了



したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に、別表第１に掲げる書類を添付

して、市長に提出しなければならない。 

 (補助金の返還) 

第９条 補助事業者が第７条に規定する交付の条件に違反し、規則第19条の規定に基づき交付

決定の全部または一部を取り消した場合における補助金の返還額は、別表第３左欄に掲げる

補助金交付後の経過年数に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。ただし、市長がやむを得な

いと認めるときは、交付した補助金の返還を免除することができる。 

 (関係書類の整備) 

第 10条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出

について証拠書類を整理し、事業完了後10年間保管しなければならない。 

 (その他) 

第 11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

   付 則 

 (施行期日) 

１ この告示は、平成30年４月１日から施行する。 

 (有効期限) 

２ この告示は、平成33年３月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の

規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。 

   付 則(令和元年６月１日告示第188号) 

 (施行期日) 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

 (経過措置) 

２ この告示の施行の際、改正前のびわ湖の素・米原 住宅リフォーム補助金交付要綱（この

項において「改正前の要綱」という。）の規定による補助金の交付の決定があったものに関し

ては、改正前の要綱は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。 



別表第１（第３条、第５条関係） 

補助対象

事業 
補助対象要件 補助率等 交付申請書類 実績報告書類 

住宅リフ

ォーム事

業 

 補助対象経費の

10 分の１以内。

ただし、10 万円

を限度とする。 

(１) 事業計画書（様

式第１号） 

(２) 定住確約書（様

式第２号） 

(３) 見積書等工事

の内容が分かる書

類の写し 

(４) 住宅全体およ

びリフォーム工事

箇所が分かる現況

写真 

(５) 世帯全員の住

民票の写し（続柄の

記載があるもの） 

(６) 近居の加算が

ある場合は、申請者

の戸籍謄本の写し

および近居対象者

の住民票の写し 

(７) 創出エネルギ

ー改修の加算があ

る場合は、別表第２

に掲げる書類 

(８) 市区町村民税

等の納税証明書（申

請者分） 

(９) リフォーム工

事を行う住宅に係

る固定資産税課税

明細書の写し（当該 

(１) 事業実績報

告書（様式第３

号） 

(２) リフォーム

工事箇所が分か

る工事完了後の

写真 

(３) 世帯全員の

住民票の写し（申

請時における住

民基本台帳記載

の住所が本市以

外である場合に

限る。） 

(４) 補助対象経

費に係る領収書

の写し 

(５) その他市長

が必要と認める

書類 



   住宅が賃貸物件で

ある場合は、賃貸借

契約書の写しおよ

びリフォーム工事

に係る所有者の同

意書とする。） 

(10) 他の補助制度

を利用する場合は、

その制度による補

助金等の額を証明

する書類の写し 

(11) その他市長が

必要と認める書類 

 

空家リフ

ォーム事

業 

 

(１) 補助対象者

が、リフォーム工

事完了後に市外

から転入して住

みはじめること。 

(２) 空家バンク

（まいばら空き

家対策研究会が

運営する空家バ

ンクをいう。以下

同じ。）を通じて、

平成 29 年４月１

日以降に、世帯員

が所有権の全部

を取得し、または

賃借した物件で

あること。 

(３) 世帯員が、補

助対象となる空

家の所有者等（当 

補助対象経費の

３分の２以内。た

だし、100万円を

限度とする。 

(１) 事業計画書（様

式第１号） 

(２) 定住確約書（様

式第２号） 

(３) 見積書等工事

の内容が分かる書

類の写し 

(４) 住宅全体およ

びリフォーム工事

箇所が分かる現況

写真 

(５) 世帯全員の住

民票の写し（続柄の

記載があるもの） 

(６) 空家バンク登

録物件証明書（様式

第４号） 

(７) 市区町村民税

等の納税証明書（申

請者分） 

(１) 事業実績報

告書（様式第３

号） 

(２) リフォーム

工事箇所が分か

る工事完了後の

写真 

(３) 世帯全員の

住民票の写し（続

柄の記載がある

もの） 

(４) 補助対象経

費に係る領収書

の写し 

(５) その他市長

が必要と認める

書類 



 該空家を取得す

る場合にあって

は、取得前の所有

者等）の２親等以

内の親族でない

こと。 

 (８) リフォーム工

事を行う住宅に係

る固定資産税課税

明細書の写し（当該

空家が賃貸物件で

ある場合は、賃貸借

契約書の写しおよ

びリフォーム工事

に係る所有者の同

意書とする。） 

(９) 他の補助制度

を利用する場合は、

その制度による補

助金等の額を証明

する書類の写し 

(10) その他市長が

必要と認める書類 

 

子育て世

帯空家リ

フォーム

事業 

(１) 補助対象者

が子育て世帯を

構成する者であ

り、リフォーム

工事完了後に市

外から転入して

住みはじめるこ

と。 

(２) 空家バンク

を通じて、平成

29 年４月１日以

降に、世帯員が

所有権の全部を

取得した物件で

あること。 

(３) 世帯員が、 

補助対象経費の

３分の２以内。た

だし、200万円を

限度とする。 

(１) 事業計画書（様

式第１号） 

(２) 定住確約書（様

式第２号） 

(３) 見積書等工事

の内容が分かる書

類の写し 

(４) 住宅全体およ

びリフォーム工事

箇所が分かる現況

写真 

(５) 世帯全員の住

民票の写し（続柄の

記載があるもの） 

(６) 米原市空家バ

ンク登録物件証明 

(１) 事業実績報

告書（様式第３

号） 

(２) リフォーム

工事箇所が分か

る工事完了後の

写真 

(３) 世帯全員の

住民票の写し（続

柄の記載がある

もの） 

(４) 補助対象経

費に係る領収書

の写し 

(５) 耐震基準適

合証明書（昭和 



 取得前の空家の

所有者等の２親

等以内の親族で

ないこと。 

(４) 昭和 56 年６

月１日以降に新

築工事に着手し

たものまたは、実

績報告の時点に

おいて耐震基準

（建築物の耐震

改修の促進に関

する法律（平成７

年法律第123号）

第 17 条第３項第

１号に規定する

国土交通大臣が

定める基準をい

う。）に適合して

いるものである

こと。 

 書（様式第４号） 

(７) 市区町村民税

等の納税証明書（申

請者分） 

(８) リフォーム工

事を行う住宅に係

る固定資産税課税

明細書 

(９) 建築基準法（昭

和 25 年法律第 201

号）第６条第１項の

規定に基づく確認

済証（建築確認済通

知書）の写し等、建

築確認日が確認で

きる書類 

(10) 他の補助制度

を利用する場合は、

その制度による補

助金等の額を証明

する書類の写し 

(11) その他市長が

必要と認める書類 

56年５月31日以

前に着工された

住宅の場合） 

(６) その他市長

が必要と認める

書類 



別表第２（第４条、第５条関係） 

補助対象設備 設備要件 交付申請書類 実績報告書類 

住宅用太陽光

発電システム 

(１) 住宅の屋根等に設置し、太陽

光を利用して発電するシステム

で電気事業者と電力受給契約を

締結し、低圧配電線と逆潮流のあ

る方式で系統連系しているもの。

ただし、余剰電力売電方式のもの

に限る。 

(２) 固定価格買取制度（FIT）の

設備認定を受けたものであり、次

の数値のうちいずれか小さい方

の値が２kw 以上、10kW 未満（増

設の場合においては、増設分が２

kW 以上、既設分との合計が 10kW

未満）であるシステムをいう。 

ア 太陽電池の公称最大出力（対

象システムを構成する太陽光

モジュールの公称最大出力の

合計値。kW表示とし、小数点以

下２桁目を切り捨てる。） 

イ パワーコンディショナの定

格出力（対象システムを構成す

るパワーコンディショナの定

格出力の合計値。kW 表示とす

る。） 

(１) 設置する対

象システムの内

容が分かる資料

（カタログ等） 

(２) 太陽光モジ

ュールの配置図

面 

(３) 固定価格買

取（FIT）制度に

係る太陽光発電

の設備認定通知

書の写し（経済

産業省による設

備認定通知書の

写し） 

(１) 電力会社

からの「再生可

能エネルギー

発電に関する

電力受給契約

のご案内」の写

し（電力受給契

約書の写し） 

(２) 設置した

対象システム

および設置状

況が分かる写

真（建物全景お

よびモジュー

ル枚数が確認

できるもの） 

家庭用燃料電

池コージェネ

レーションシ

一般社団法人燃料電池普及促進協

会が認定した機種で燃料電池ユニ

ットおよび貯湯ユニットから構成

設備補助要件を満

たしていることが

分かる書類（カタ

設置された設備

が設備補助要件

を満たしている



ステム される家庭用燃料電池システムで

あること。 

ログ等）の写し ことが分かる書

類（カタログ、型

番の分かる領収

書等）の写し 

電気ヒートポ

ンプ給湯器 

JIS C9220 に基づく年間給湯保温効

率または年間給湯効率が 3.0 以上

（ただし、寒冷地仕様は2.7以上）

であること。 

設備補助要件を満

たしていることが

分かる書類（カタ

ログ等）の写し 

設置された設備

が設備補助要件

を満たしている

ことが分かる書

類（カタログ、型

番の分かる領収

書等）の写し 

潜熱回収型ガ

ス給湯器 

給湯部熱効率が 94％以上であるこ

と。 

設備補助要件を満

たしていることが

分かる書類（カタ

ログ等）の写し 

設置された設備

が設備補助要件

を満たしている

ことが分かる書

類（カタログ、型

番の分かる領収

書等）の写し 

潜熱回収型石

油給湯器 

連続給湯効率が 94％以上であるこ

と。 

設備補助要件を満

たしていることが

分かる書類（カタ

ログ等）の写し 

設置された設備

が設備補助要件

を満たしている

ことが分かる書

類（カタログ、型

番の分かる領収

書等）の写し 

ガスエンジン

給湯器 

JIS B8122 に基づく発電および排熱

利用の総合効率が低位発熱量基準

で80％以上であること。 

設備補助要件を満

たしていることが

分かる書類（カタ

ログ等）の写し 

設置された設備

が設備補助要件

を満たしている

ことが分かる書

類（カタログ、型



番の分かる領収

書等）の写し 

ヒ ー ト ポ ン

プ・ガス瞬間式

併用型給湯器 

熱源設備は電気式ヒートポンプと

潜熱回収型ガス機器を併用するシ

ステムで、貯湯タンクを持つもの

で、電気ヒートポンプの効率が中間

期（電気ヒートポンプのJIS基準に

定める中間期）のCOPが 4.7以上か

つ、ガス機器の給湯部熱効率が94％

以上であること。 

設備補助要件を満

たしていることが

分かる書類（カタ

ログ等）の写し 

設置された設備

が設備補助要件

を満たしている

ことが分かる書

類（カタログ、型

番の分かる領収

書等）の写し 

太陽熱利用シ

ステム 

一般財団法人ベターリビングの優

良住宅部品（BL部品）に認定された

機器であること。 

設備補助要件を満

たしていることが

分かる書類（カタ

ログ等）の写し 

設置された設備

が設備補助要件

を満たしている

ことが分かる書

類（カタログ、型

番の分かる領収

書等）の写し 

家庭用蓄電池 住宅用太陽光発電システムと常時

接続し、同システムが発電する電力

を充放電できるもので、JIS規格ま

たは一般社団法人電池工業会規格

に準拠しており、蓄電容量（複数台

の場合はその合計）が１kWh以上で

あるもの。 

設備補助要件を満

たしていることが

分かる書類（カタ

ログ等）の写し 

設置された設備

が設備補助要件

を満たしている

ことが分かる書

類（カタログ、型

番の分かる領収

書等）の写し 

Ｖ２Ｈ（ヴィー

クル・トゥ・ホ

ーム） 

一般社団法人次世代自動車振興セ

ンターが補助対象に認定している

充電器であること。太陽光発電シス

テムと常時接続し、電気自動車等の

蓄電池から電力を取り出し、分電盤

を通じて、住宅の電力として使用す

設備補助要件を満

たしていることが

分かる書類（カタ

ログ等）の写し 

設置された設備

が設備補助要件

を満たしている

ことが分かる書

類（カタログ、型

番の分かる領収



るために必要な機能を有するもの

であること。 

書等）の写し 

薪ストーブ (１) 薪を燃料として使用し、２次

燃焼機能を備えた燃焼効率が高

い暖房器具であること。 

(２) 消防法（昭和23年法律第186

号）その他関係法令に適合してい

ること。 

設備補助要件を満

たしていることが

分かる書類（カタ

ログ等）の写し 

設置された設備

が設備補助要件

を満たしている

ことが分かる書

類（カタログ、型

番の分かる領収

書等）の写し 

備考 第５条第２項の規定による補助金額の加算の対象となる設備機器は、いずれも未使用

であること。 



別表第３（第９条関係） 

補助金交付後の経過年数 返還額

１年以内 補助金交付額の10分の10に相当する額

１年を超え２年以内 補助金交付額の10分の９に相当する額

２年を超え３年以内 補助金交付額の10分の８に相当する額 

３年を超え４年以内 補助金交付額の10分の７に相当する額 

４年を超え５年以内 補助金交付額の10分の６に相当する額 

５年を超え６年以内 補助金交付額の10分の５に相当する額 

６年を超え７年以内 補助金交付額の10分の４に相当する額 

７年を超え８年以内 補助金交付額の10分の３に相当する額 

８年を超え９年以内 補助金交付額の10分の２に相当する額 

９年を超え10年以内 補助金交付額の10分の１に相当する額 

  



様式第１号（第６条関係） 

びわ湖の素・米原 住宅リフォーム補助金 事業計画書 

 

１ 補助対象事業  

２ 住宅の所在地 米原市 

３ 住宅の所有者 
住所： 

氏名： 

４ 住宅の建築年次  

５ 事業実施期間 年  月  日 から   年  月  日 まで 

６ リフォーム工事費                       円 

７ 施工業者 
住  所 

事業者名 

８ 世帯構成員数                       人 

確認事項 
他の補助制度の活用 有 ・ 無 

市税等の滞納 有 ・ 無 

 

補助対象事業費（A）  千円(千円未満切捨て) 

補助率（上限額）（B） 
住宅リフォーム事業 

1/10（10万円） 

空家リフォーム事業 

2/3（100万円） 

空家リフォーム事業 

（子育て世帯） 

2/3（200万円） 

補助金額（A）×（B） 千円(千円未満切捨て) 

加 算 額 

（住宅リフォーム事業のみ） 

転入者、三世代同居・近居、子育て世帯加算     千円 

創出エネルギー加算                千円 

補 助 金 額 合 計            千円 

 

１ 私は、リフォーム工事を自己の責任において行います。 

２ 私は、びわ湖の素・米原 住宅リフォーム補助金交付要綱に定める補助の要件を満たす者

として、相違ありません。 

３ 私は、申請内容の確認のために、必要があるときは、私および他の世帯員に係る住民基本

台帳、戸籍簿、除籍簿、固定資産税関係課税台帳等に関する情報および市税等の納税状況等

ならびに他の補助制度の活用状況について、市長が関係者に報告を求めることに同意します。 

 

                   年   月   日 

                   住 所 

                   氏 名                  ㊞ 



様式第２号（第６条関係） 

 

 

定 住 確 約 書 

 

 

 私は、びわ湖の素・米原 住宅リフォーム補助金を受けるに当たり、米原市に定住すること

を表明するとともに、びわ湖の素・米原 住宅リフォーム補助金交付要綱の趣旨を理解し、遵

守することを確約します。 

 

 

 

   年   月   日 

 

 

 

申請者 

住 所 

 

氏 名              ㊞  

  



様式第３号（第８条関係） 

びわ湖の素・米原 住宅リフォーム補助金 事業実績報告書 

 

１ 補助対象事業  

２ 住宅の所在地 米原市 

３ 住宅の所有者 
住所： 

氏名： 

４ 住宅の建築年次  

５ 事業実施期間 年  月  日 から   年  月  日 まで 

６ リフォーム工事費                       円 

７ 施工業者 
住  所 

事業者名 

８ 世帯構成員数                       人 

９ 他の補助制度の活用 有     無 

 

補助対象事業費（A）  千円(千円未満切捨て) 

補助率（上限額）（B） 
住宅リフォーム事業 

1/10（10万円） 

空家リフォーム事業 

2/3（100万円） 

空家リフォーム事業 

（子育て世帯） 

2/3（200万円） 

補助金額（A）×（B） 千円(千円未満切捨て) 

加 算 額 

（住宅リフォーム事業のみ） 

転入者、三世代同居・近居、子育て世帯加算     千円 

創出エネルギー加算                千円 

補 助 金 額 合 計            千円 

 

  



様式第４号（第６条関係） 

 

 

空家バンク登録物件証明書 

 

 

空家番号／登録日     年   月   日 

空家所在地  

空家所有者等 
住所： 

氏名： 

空家取得者 

（または賃借者） 

住所： 

氏名： 

空家取得年月日 

（または賃貸年月日） 

 

 

 

 上記の物件は、空家バンク登録物件であり、記載内容に相違ないことを証明します。 

 

 

     年    月    日 

 

 

                    まいばら空き家対策研究会 

 

                    代表                  ㊞ 


